
 
 

 

 

社長、弁護士をつけない経営って、正気ですか？ 

 

 
 
 
 

 

研修会・懇親会へのご案内 

 

 

１．日時・場所   

平成２４年９月７日（金） 

阿波観光ホテル 
      研修会 ４階 ダイアモンドパレス 

懇親会 ５階 クリスタルパレス 
 

 

 

２．研修会（ 14：30 ～ 17：45 ） 

① 面接・募集の留意点 ～会社の採用選考の見直し～ （ 14：30 ～ 15：30 ） 

講師  社会保険労務士・キャリアカウンセラー   貫場 恵子氏 

② 経営分析の基礎の基礎              （ 15：45 ～ 16：30 ） 

講師  さくら税理士法人 公認会計士       渡邊 功  

 

③ 映画『人生、いろどり』あの横石知二社長が来る！！（ 16：45 ～ 17：45 ） 

葉っぱビジネスの発起人、横石知二社長を迎え講演をしていただきます。 
  映画の裏話も聞けるかも！！                          

 

 

３．懇親会（ 18：00 ～ 20：00 ） 

アトラクション 

ハワイアンバンド 「徳島サンセット・クルーズ」 

 

正式な案内状を後日改めて郵送させて頂きます。 

８月１６日（木）までにお返事くださいますようお願い申し上げます。 

役職員一同、皆様のご参加を心よりお待ち申し上げております。 

 

                                                       

（竹内） 
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 これは鳥飼、久保利という両有名弁護士による講演の演題です。かなり過激な表現です

が、私は完全に同意します。今や企業環境は劇的に変化し続けており、企業経営はリスクの

塊です。法律問題は対応を間違えば一瞬にして危機を迎える可能性があります。最近多く

の企業でトラブルが発生しています。弁護士と日常的に良い関係を保ち、事件が大きくなる

前に相談できる体制をつくることが大切だと思います｡ 



 

 
・支給限度額   上限額 ２１５，１００円 → ２１４，６５０円 

 
・支給限度額  上限額 １７２，０８０円 → １７１，７２０円 

 

 

 

 

平成２４年税制改正により、「国外財産調書制度」が創設されました。 
 

具体的には、その年の１２月３１日において合計 5,000 万円を超える国外財産を有する個人（居住者）は、当該 

財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した国外財産調書を、翌年の３月１５日までに所轄の税務署長 

に提出しなければならないとした制度です。平成２６年１月１日以降提出分（平成２５年１２月３１日現在の国外 

財産）から適用されます。 
 

国外財産に関する所得税や相続税について、国外財産調書の記載があれば、うっかり申告漏れや無申告となった 

場合でも、過少申告加算税や無申告加算税が５％軽減される特典がある一方、対象財産の記載漏れやそもそも調書 

自体の提出がない場合には、過少申告加算税や無申告加算税が５％加重されるペナルティがあります。 
 

また、平成２７年１月１日以降提出分からは、国外財産調書に虚偽の記載をした場合や、正当な理由なく期限内 

に提出しなかった場合、１年以下の懲役または 50 万円以下の罰金という厳しい罰則規定が置かれています。 
 
                                                                           （大寺） 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

（岩佐） 
 

 8 月の社会保険労務 
 

10 日  一括有期事業開始届＜概算保険料 160 万円未満：請負 

金額 19,000 万円未満の工事＞（労働基準監督署） 

31 日  健保・厚年の保険料納付（郵便局または銀行） 

健保印紙受払等報告書・雇保印紙保険料納付（使用）状況 

報告書提出（年金事務所・公共職業安定所） 

支給事由を同一にする被用者年金の受給権を有する基礎年金受

給権者（誕生月を迎える者）現況届 

旧国民年金（老齢・通老）受給権者（誕生月を迎える者）現況届 

 

・支給限度額 ３４４，２０９円 → ３４３，３９６円  ・60 歳到達時等の賃金月額 

・最低限度額 ３４１，８６４円 →   １，８５６円   上限額  ４５１，８００円 → ４５０，６００円 

    下限額   ６９，９００円 →  ６９，６００円 

失業給付 ◆年齢区分に応じた賃金日額・基本手当日額の上限額◆ 

 
離職時の年齢 

賃金日額の上限額（円）  基本手当日額の上限額（円） 

変更前 変更後 変更前 変更後 

29 歳以下 12,910 12,880 6,455 6,440 

30～44 歳 14,340 14,310 7,170 7,155 

45～59 歳 15,780 15,740 7,890 7,870 

60～64 歳 15,060 15,020 6,777 6,759 

 

失業給付 ◆賃金日額・基本手当日額の下限額◆ 

 
年齢 

賃金日額の下限額（円）  基本手当日額の下限額（円） 

変更前 変更後 変更前 変更後 

全年齢 2,330 2,320 1,864 1,856 

 

～平成２４年８月 1 日から～ 
高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付の支給限度額等、 

雇用保険の基本手当日額が変更になりました。  

高年齢雇用継続給付（平成２４年８月以降の支給対象期間から変更） 

育児休業給付 （初日が平成２４年８月１日以降である支給対象期間から変更） 

介護休業給付 （初日が平成２４年８月１日以降である支給対象期間から変更） 



 
 

◇◆◇ 個人のためのライフプランニング ◇◆◇ 
 

長い人生には、例えば、就職、結婚、お子さまの誕生、マイホームの取得、お子さまの教育・結婚、退職など、さまざ
まな出来事が訪れます。 
将来も安心して暮らしていくためには、5つのポイントに注意しながら計画的に準備することが大切です。 
 

１．万一のそなえ 

２．病気やケガへのそなえ   

３．教育・結婚資金などの準備 

４．老後資金の準備 

５．相続対策 

 

１から５までについてどのようなポイントがあるのかは次回以降で解説したいと思います。 

        （後藤） 

 
 
◇◆◇ 年金資産の会計処理 ◇◆◇ 
 
企業年金制度に基づき退職給付に充てるために積み立てられている資産が、年金資産です。 
平たく言うと、年金資産は「退職金支給のためだけに使われることが確定している」資産です。 

 
しかし、年金資産は貸借対照表（会社の資産・負債及び資本を表す表）の「資産の部」には記載されません。 
年金資産は、退職給付引当金（負債）から控除されることになっています。 

 
基本的な計算式は、以下の通りです。 

 
_退職給付引当金 ＝ 退職給付債務 － 年金資産  

（「退職給付債務」は、未払の（確率計算した）退職金です。） 
 
 年金資産は、退職金の支払にしか充当しないと定めたうえで、会社の外部に拠出されています。 

従って、会社が追加して負担すべき退職金は退職給付債務の額ではなく、年金資産を差し引いた金額と考える方が自然 
です。 

 
上記の理由から、退職給付債務（未払退職金）が３００あったとしても、年金資産（準備預金）が１００あれば、実際 
の退職給付引当金（純未払退職金）は３００－１００＝２００（純額）と表示する、というのが現行制度となっていま
す｡                                                                                                （渡邊） 

 
 
 

◇◆◇ 遺言書について Part３ ◇◆◇ 

 
遺言書の通りに相続財産の処分が円滑円満に進めばいいのですが、相続人の中にはどうにも納得いかない方がいるケー 

スがあります。そのような場合、どうしたらよいのでしょうか？ 
 
例えば、遺言に『財産を愛人にすべてあげる』と書かれていたとします。相続人としてはたまったものではありません。

こうした、あまりにも相続人に不利益な事態を防ぐため、民法では、遺言者の意思をもってしても変更することのできな

い相続人の最低限の取り分を相続人に保証する『遺留分（いりゅうぶん）』という制度が規定されています。ただし、被

相続人が上記のような遺留分を侵害する遺言を残したとしても、その遺言がたちまち無効となるわけではありません。遺

留分を侵害された相続人が、遺留分減殺請求を行使することによって、遺留分を侵害する遺言書の内容の効力を失効させ、

その範囲内での財産を返せと要求することができるのです。遺留分減殺請求は内容証明郵便で行います。 
民法が相続人に保障している遺留分減殺請求は、代襲相続人を含む子をはじめ、直系尊属と配偶者に限られます。した

がって、被相続人の兄弟姉妹には遺留分減殺請求の権利はありません。また、遺留分請求権は、遺留分権利者が、相続の

開始及び減殺すべき贈与や遺贈があったことを知った時から１年間で消滅時効にかかります。また、贈与等によって遺留

分が侵害されていることを知らなくとも、遺留分減殺請求は、相続開始のときから１０年経過すると消滅してしまい、権

利行使ができなくなります。 

 
（坂田） 
 

----- 参考資料【遺留分】----- ----- 参考資料【法定相続分】----- 
相続人 遺留分の割合 

配偶者のみ 
被相続人の財産の 1/2  配偶者 ＋ 子 

配偶者 ＋ 父母 
父母のみ 被相続人の財産の 1/3  
兄弟姉妹 なし  

 

相続人 法定相続分 
配偶者 ＋ 子 配偶者・子、共に 1/2 ずつ 
配偶者 ＋ 父母 配偶者 2/3、父母 1/3 ずつ 
兄弟姉妹 配偶者 3/4、兄弟姉妹 1/4 ずつ 

 



当文書に掲載された記事の無断での使用・転載・引用などは一切禁止しております。内容には万全を期

していますがその内容を保証するものではありません。万一、当文書の情報に基づいて損害を被った場合

についても、一切責任を負いかねます。また特定の商品を奨励または中傷するものではありません。 

 

 

◇◆◇ 平成２４年度診療報酬改定のポイント（外来に関する評価 Part２）◇◆◇ 

 
Ｑ：再診料はどのようにかわりましたか？ 
Ａ：同一医療機関において同一日に他の傷病について複数の診療科を受診した場合は、再診を１回のみ算定することと 
されていましたが、患者さんが医療機関の事情によらず、自らの意思により２科目の診療科を受診した場合には、効率
的な医療提供、患者さんの便益、診療に要する費用等を踏まえて､同一日の２科目の再診を評価することとなりました。  

 

 

 

１つ目の診療科の保険医とは別の保険医から診察を受けることが要件となっております。 
なお、２科目の再診料又は外来診療料を算定する場合は、乳幼児加算、外来管理加算等の加算点数は算定することは 

できません。                                            （後藤） 
   
◇◆◇ 経審の審査基準改正へ ◇◆◇ 
 
平成２４年７月１日から経営事項審査の項目及び基準が改正されます。 
① 社会保険未加入企業への減点措置が厳格化 
② 「海外子会社の完成工事高」と「親会社及び海外子会社合算の利益額及び自己資本額」が評価の対象 

 
上記①については、「社会保険未加入企業の排除」を具体化することが狙いです。 
社会保険未加入に対する減点幅を 60 点から最大 120 点へと２倍に拡大されました。 

また、総合評定値（Ｐ点）への影響を考慮すると、Ｐ点の減点幅は最大 85 点に広がる計算となります。  
 

 
 
 
 
 
 
         ＿（待田）                          
 

8 月 の 税 務  
 

1 個人事業税の納付（第１期分） 
納期限･･･８月中において各都道府県の条例で定める日 

2 個人の道府県民税及び市町村民税の納付（第２期分） 
納期限･･･８月中において市町村の条例で定める日 

3 ７月分の源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 
納期限･･･８月１０日 

4 ６月決算法人の確定申告＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・
（法人事業所税）・法人住民税＞  申告期限･･･８月３１日 

5 ３月、６月、９月、１２月決算法人・個人事業者の３月ごとの期間短縮に係る
確定申告＜消費税・地方消費税＞  申告期限･･･８月３１日 
 

6 法人・個人事業者の１月ごとの期間短縮に係る確定申告＜消費税・地方消
費税＞  申告期限･･･８月３１日 

7 １２月決算法人の中間申告＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・
法人住民税＞（半期分）  申告期限･･･８月３１日 

8 消費税の年税額が 400 万円超の３月、９月、１２月決算法人・個人事業者
の３月ごとの中間申告＜消費税・地方消費税＞  申告期限･･･８月３１日 

9 消費税の年税額が 4,800 万円超の５月、６月決算法人を除く法人・個人事
業者の１月ごとの中間申告（４月決算法人は２ヵ月分）＜消費税・地方消費
税＞  申告期限･･･８月３１日 

10 個人事業者の２４年分の消費税・地方消費税の中間申告 
申告期限･･･８月３１日

 
  四国電力㈱の発表によりますと、弊社は第２グループに

該当しております。 

仮に計画停電が実施された場合、来所いただく際には、

計画停電時間を避けていただきますようお願いします。 

 また電話がつながらない等、皆様にご不便をおかけする

ことが想定されます。 

ご理解の程、どうぞよろしくお願い致します。 
 
 
 
 
 

 

当事務所では、８月１１日(土)から１５日(水)まで 

夏期休業とさせていただきます。 

何かとご不便をおかけする事と存じ 

ますが、何卒ご理解ご協力賜ります様 

お願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新 再診料（同一日に２科目の場合）   34 点 
新 外来診療料（同一日に２科目の場合） 34 点 

現行 
   

 改正後    

  点数 
Ｗ点へ 

の影響 

Ｐ点へ 

の影響 
  点数 

Ｗ点へ 

の影響 

Ｐ点へ 

の影響 

雇用保険 ▲ 30 ▲ 285 ▲ 43  雇用保険 ▲ 40 ▲ 380 ▲ 57 

健康保険 及び 
▲ 30 ▲ 285 ▲ 43 

 健康保険 ▲ 40 ▲ 380 ▲ 57 

厚生年金保険  厚生年金保険 ▲ 40 ▲ 380 ▲ 57 

合計 ▲ 60 ▲ 570 ▲ 86  合計 ▲ 120 ▲ 1140 ▲ 171 

さくら通信をご覧になって、ご意見ご感想がございましたら、 

お電話･FAX･ﾒｰﾙ等でご連絡下さい。  
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